
 

 

令和５年度 

学校安全教育指導者研修会 

資 料 

 

 
 

 

  

 

新潟県教育庁保健体育課 

 

 

 



 

目  次 

 

開 催 要 項                           

講 義 １ 上越地区管内における事故発生状況安全教育の推進    ・・・・・ １ 

講 義 ２ 学校における防災教育・防災管理の効果的な推進     ・・・・・ ２ 

講義演習１ 防犯教育と地域安全マップの作成及び SNS犯罪の防止  ・・・・・ ３ 

講義演習２ 学校における安全教育の推進と危機管理マニュアルの点検・・・・・ ４ 

 

 

資 料 編 

１ 講  義１ 上越地区管内における事故発生状況安全教育の推進 ・・・・・  ５ 

２ 講  義２ 学校における防災教育・防災管理の効果的な推進  ・・・・・ 13 

３ 講義演習１ 防犯教育と地域安全マップの作成と SNS犯罪の防止 ・・・・・ 43 

４ 講義演習２ 学校における安全教育の推進と危機管理マニュアルの点検 ・・ 51 

５ 参 考 資 料                         ・・・・・ 65 

 

 



【別紙】 

令和５年度学校安全教育指導者研修会開催要項 

 

１ 趣 旨 

  学校や地域における安全管理の充実を図り、防犯教育、交通安全教育及び防災教育を一層推

進するため、学校安全担当教員に対する研修会を行う。 

 

２ 主 催 

  新潟県教育委員会 

 

３ 対象者 

  新潟市を除く、県内全ての小・中学校、県立学校の学校安全担当教員 

 

４ 期日・会場及び参加校 

（１）集合研修 

①期 日 令和５年６月 28日（水） 13:30～16:30（受付 13:00開始） 

②会 場 上越地域振興局 分館 401会議室（住所：〒943-0835 上越市本城町 5-10） 

③参加校 上越地区小・中学校 20校（指名）、上越地区県立学校 27校（悉皆） 

 ※参加者は、１校１名とする。（分校は１校として扱う。） 

（２）書面開催、オンライン参加 

  集合研修への参加校以外については書面での開催とし、６月中旬以降に研修データを送 

 付する。 

  ※集合研修へのオンライン参加（ZOOM）も可能です。 

  ※参加希望者には、後日 IDとパスワードをお知らせします。 

 

５ 日 程 
（１）受 付 13:00 

（２）開 会 13:30 

（３）講義１ 13:35～13:50 

    内容「上越地区管内における交通安全教育と防犯対策の効果的な推進」 

    講師 上越教育事務所           竹内 昭洋  指導主事 

       保健体育課             遠藤 いづみ 指導主事 

（４）講義２ 13:50～14:40 

    内容「学校における防災教育・防災管理の効果的な推進」 

    講師 新潟地方気象台           地域防災官  永田 俊光 様 

（５）休 憩 14:40～14:50 

（６）講義演習１ 14:50～15:30 

内容「防犯教育と地域安全マップの作成及び SNS犯罪の防止」 

    講師 県民生活課消費とくらしの安全推進班 野呂 一博  政策企画員 

（７）講義演習２ 15:30～16:30 

    内容「学校における安全教育の推進と危機管理マニュアルの点検」 

    講師 糸魚川市立糸魚川小学校       小島 大樹  教諭 

       保健体育課             川井田 忠之 副参事指導主事 

（８）閉 会 16:30 



６ 参加申込について 

（１）集合研修参加校 

①小・中学校 

    該当校は、参加者を「別紙１申込様式」により、6 月 12 日(月)までに、メールで上越教

育事務所学校支援第２課長あてに報告すること。 

②県立学校 

    ア 参加者は各校１名（分校は１校とする。）とし、「別紙１申込様式」で 6 月 12 日

(月)までに、保健体育課（ngt500070@pref.niigata.lg.jp）まで、メールで申し込む。 

    イ 件名：「学校体育指導係：学番（全角）＋学校名＋課程＋学校安全教育」 

    例） 学校体育指導係：６１柏崎全学校安全教育 

    ウ ファイル名：「学番（全角）＋学校名＋課程＋学校安全教育」 

 （２）オンライン参加希望校 

    「別紙２オンライン参加の申込用紙」に必要事項を記入し、６月 12 日（火）までに、

保健体育課にメールで送付すること。 

ア 送付アドレス：ngt500070@pref.niigata.lg.jp 

    イ 件名：「学校体育指導係：学番（全角）＋学校名＋課程＋学校安全オンライン」 

    例） 学校体育指導係：７８佐渡全学校安全オンライン 

    ウ ファイル名：「学番（全角）＋学校名＋課程＋学校安全オンライン」 

 

７ 持参する物 

 (１) 自校の「危機管理マニュアル」 １部 

 (２) 自校における学校安全の取組状況（「別紙３取組状況」に記入 ） 

   ※(２)は研修会当日に２部持参し、うち１部を受付に提出する。残り１部は、研修時に使

用する。 

 

８ 参加者の旅費について 

(１) 小・中学校参加者 

   当課が負担するので、研修会終了後２週間以内に、旅費計算書を所管の教育事務所学校

安全担当あてに提出すること。 

(２) 県立学校参加者 

   当課で負担するので、総務事務システムで下表のとおり手続きを行うこと。 

 

９ その他 

 (１) 研修会参加者は、庁舎南側駐車場を利用すること。 

項  目 処理内容 

旅行区分 「他所属負担」を選択 

所  属 
「保健体育課」を選択 

（※検索ボタンから「教育委員会」-「教育庁」-「保健体育課」）を選択 

用務内容 「10学校安全指導費」を選択 

用務詳細 「令和５年度学校安全教育指導者研修会」と入力 

mailto:ngt500070@pref.niigata.lg.jp
mailto:ngt500070@pref.niigata.lg.jp
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講義１ 「上越地区管内における事故発生件数と安全教育の推進」 

       上越教育事務所  竹内 昭洋  指導主事 

       保健体育課    遠藤 いづみ 指導主事 
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講義２ 「学校における防災教育・防災管理の効果的な推進」 

      新潟地方気象台  地域防災官 永田 俊光 様 
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講義演習１ 「防犯教育と地域安全マップの作成及び SNS犯罪の防止」 

       県民生活課消費とくらしの安全室  野呂 一博 政策企画員 
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講義演習２ 「学校における安全教育の推進と危機管理マニュアルの点検」 

        糸魚川市立糸魚川小学校 小島  大樹 教諭 

        保健体育課       川井田 忠之 副参事 



 

 

資 料 編 



上越地区管内における

事故発生状況と安全教育の推進

令和５年度学校安全教育指導者研修会

県教育庁上越教育事務所 指導主事 竹内 昭洋
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単位：件



令和３年度 令和４年度

５件 ５件

３件 ４件

０件 １件

交通事故の原因別負傷者数

自転車乗車中の事故

歩行中の車との接触事故

車乗車中の事故

令和３年度 令和４年度

６件 ５件

２件 ５件

小学校

中学校

交通事故の学校種別発生件数



単位：％



単位：％



単位：％



小学校 中学校 その他 計

令和３年度 38 19 2 59

令和４年度 31 14 1 46

不審者事案の件数



事故防止に向けた重点指導事項

「事故はいつでもどこでも起こりうる」
子どもたちの危険予測の力を伸ばし、

先生方の危機管理意識を高めることが大切



令和５年度児童生徒の交通安全対策の指針
（新潟県教育委員会）

交通安全教育・指導のねらい
１ 小学校
（１）歩行者及び自転車の利用者として、安全に道路を通行するための知識及び技能

を習得させる。
（２）道路及び交通の状況に応じて、危険を予測し、これを回避して安全に通行する資

質を育てる。
２ 中学校
（１）自転車の利用者として、安全に道路を通行するための知識及び技能を習得させ

る。
（２）道路及び交通の状況に応じて、思いやりを持って、自己の安全だけでなく他者の

安全にも配慮する資質を育てる。
３ 高等学校
（１）二輪車(原付バイク)等の運転者及び自転車の利用者として、安全に道路を通行

するための知識及び技能を習得させる。
（２）交通社会の一員として、責任を持って行動することができる健全な社会人として

の資質を育てる。



令和５年度児童生徒の交通安全対策の指針
（新潟県教育委員会）

年間重点事項
１ 全校種共通項目
（１）自転車の乗用ルールを周知・徹底するとともに、年齢に応じて指導の内容を

工夫するなど、生涯にわたった系統的な教育に配慮すること。
（２）四輪車同乗中の全座席でのシートベルト着用の徹底を図ること。
２ 校種別項目
（１）小学校
自転車乗用中や、横断中及び飛び出しによる交通事故を防止するため、道路
や交差点における安全確認の方法や通行方法を指導する。

（２）中学校
自転車乗用時におけるルールやマナーの指導を徹底するとともに、危険を予
測する能力や回避する能力を高める指導をする。

（３）高等学校
二輪車(原付バイク)等の安全運転指導を徹底するとともに、自転車乗用時に
おけるルールやマナーを遵守するよう継続的に指導する



自転車の乗車ルールの指導について

＜自転車安全利用「五則」＞

①車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

②交差点では信号と一時停止を
守って、安全確認

③夜間はライトを点灯
④飲酒運転は禁止
⑤ヘルメットを着用
R5.4.1より努力義務



安全な歩行の指導について

① 車道への急な飛び出しはしないこと。
② 交差点では必ず一時停止し、左右確認を徹底し
て横断すること。

③ 信号のある交差点では信号に従い、さらに安全
を確認して横断すること。

④ 道路（歩道含む）において、ローラースケート、ス
ケートボードまたはこれらに類する行為をしない
こと。

⑤ 駐車場等、車の交通がある場所では、安全に十
分注意して行動すること。



＜校内体制の確立と安全点検＞

・マニュアル等を共有し校内体制の確立

・日々の健康観察

・校地内外の施設設備の安全点検

・授業中の安全体制の確立

・休憩時間中の巡視体制の確立
（特に昼休み）

負傷等事故防止に向けた指導について



＜児童生徒の危険予測の力を伸ばす＞

・発達段階に応じた危険予測・回避能力の育成

・具体的な場面指導と子どもたち自身が考える時間
の設定

・保護者や地域との連携や啓発

負傷等事故防止に向けた指導について



安全指導の推進に向けて

＜安全指導＞
・教育活動全体を通した計画的・継続的な指導
・計画の定期的な見直しと共有
・保護者や地域との連携
◎誠意ある対応（初期対応、救急要請、管理職の動き）

＜報告書の作成＞
事故の要因を考え、再発防止策を検討し、環境改善
することで事故ゼロを目指す。

☆ハインリッヒの法則☆
「１つの重大事故の背後には２９の軽微な事故があり、その背景
には３００の異常（ヒヤリハット）が存在する。」



安全指導・安全教育の充実に向けて、
全校体制での取組をお願いします。



Japan Meteorological Agency

新潟地方気象台 永田 俊光

20230628_学校安全教育指導者研修会_上越地区

学校における防災教育

・防災管理の効果的な推進
～主体的に行動する態度を育むために～



避難に対する基本姿勢 （2018・国方針）

✓行政は防災対策の充実に不断の努力を続けていくが，地球温暖化に伴う気象
状況の激化や行政職員が限られていること等により，突発的に発生する激甚な
災害への行政主導のハード対策・ソフト対策は限界．

✓防災対策を今後も維持・向上するため，国民全体で共通理解のもと，住民主体
の防災対策への転換も必要．

従来の方針

目指す社会（現在）

★国民一人一人が「自らの命は自らが守る」意識を持つ【住民】
・平時より災害リスクや避難行動等について理解（把握）しておく．
・地域の防災リーダーのもと，避難計画の作成や避難訓練等を行い地域の

防災力を高める．
・災害時には自らの判断で適切に避難行動をとる．←←情報理解と判断・行動

★住民が適切な避難行動をとれるよう全力で支援する【行政】
・平時より，災害リスクのある全ての地域で，あらゆる世代の住民を対象に，

継続的に防災教育 ・避難訓練などを実施し，「自らの命は自らが守る」意識
の徹底や地域の災害リスク理解ととるべき避難行動等の周知をする．

・災害時には，避難行動が容易にとれるよう，防災情報をわかりやすく提供する．

平成30年7月豪雨による水害・土砂災害から
の避難に関するワーキンググループ（報告）

１



過去の気象現象と災害との関係を調査して市町村毎の基準を作成

種類 情報の種別 それぞれの違い

特別警報

大雨（土砂災害､浸水害）、暴風、暴
風雪、大雪、波浪、高潮

2013年8月30日運用開始

・重大な災害が起こるおそれが著し
く高まっている ※数十年に1度
・ただちに命を守る行動をとってほし

いとき ※警報基準をはるか超える

警報
大雨（土砂災害､浸水害）、洪水、暴
風、暴風雪、大雪、波浪、高潮

・重大な災害が起こるおそれのある
とき

注意報

大雨、洪水、強風、風雪、大雪、波
浪、高潮、雷、融雪、濃霧、乾燥、な
だれ、低温、霜、着氷、着雪

・災害が起こるおそれのあるとき

気象情報

・大雨に関する気象情報
・台風情報
・竜巻注意情報
・記録的短時間大雨情報
・顕著な大雨に関する気象情報
・長期間の高温に関する気象情報 等

・警報等の対象となる現象の経過、
予想、防災上の留意点などを解説す
るため必要に応じて随時発表
・警報等の対象ではない、社会的に
影響の大きな天候の状況なども必
要に応じて随時発表

気象台が発表する防災気象情報とは

線状降水
帯発生

線状降水帯半日前
呼びかけ

２

現象と災害発生の相関

https://www.data.jma.go.jp/yoho/meshjirei/jirei06/nowc/#zoom:7/lat:34.020795/lon:131.253662/colordepth:normal/elements:slmcs&liden&hrpns


雨の降り方をイメージする

出典：気象庁リーフレット ３



”警戒レベル”の理解と避難行動

自らで避難するタイミングを判断して行動することが必要
４

立ち退き避難
屋内安全確保

避難に時間を要する人
は避難

行動指南型情報

避難行動の確認

心構え高める

安全な場所へ避難

直ちに身の安全を確保

※必ず発表される情報ではない

出典：「新たな避難情報に関するポスター・チラシ」（内閣府、2021.5.10）



危険度の高まりに応じたとるべき行動

色が変わった瞬間に、危険度（現象）が劇的に変わるわけではない５



どこで災害発生の
危険度が高まっているか
視覚的に確認できるよう

危険度分布を提供。

土砂災害
浸水害

洪水災害

大雨の降っている場所は
気象レーダーで把握可能
（しかし、災害の発生する

場所・時間とは、
必ずしも一致しない。）

キキクルを使って身近なリスクを確認する

大雨

雨の動き（降水ナウキャスト）

キキクル（土砂災害） キキクル（浸水害） キキクル（洪水害）
２時間先までの予測値 1時間先までの予測値 3時間先までの予測値

キキクルの活用

６



スマホで最新の気象情報を入手する

スクロール

新潟地方気象台で検索

７



悪天時には「誰かが」気象情報を確認

新潟地方気象台 検索

校長先生？ 教頭先生？
職員室にいる先生？

空を眺めても予測できません

８



発表されたことを知らせてくれる情報 利用者自らが取得する情報

など

これらの情報を
覚知したら・・・

自分で調べる

PUSH情報を覚知したらPULL情報を入手

PUSH情報 PULL情報

PUSH情報とPULL情報を活用して状況確認・判断行動

大雨

警報（危険度の時系列）

注意報

警報

早期注意情報
（警報級の可能性）

特別警報

土砂災害警戒情報

危険度の高まりを伝える 危険度が高まる時間帯と場所

いつ

危険度の高まる
タイミングや
エリアを確認

土砂キキクル どこで

９



高校・地理総合における防災の扱い

（1）自然環境と防災
人間と自然環境との相互依存関係や地域などに着目して，課題を追究したり解決したりする活

動を通して，次の事項を身に付けることができるよう指導する．

ア 次のような知識及び技能を身に付けること．
(ｱ) 我が国をはじめ世界で見られる自然災害や生徒の生活圏で見られる自然災害を基に，地域の
自然環境の特色と自然災害への備えや対応との関わりとともに，自然災害の規模や頻度，地域性
を踏まえた備えや対応の重要性などについて理解すること．

(ｲ) 様々な自然災害に対応したハザードマップや新旧地形図をはじめとする各種の地理情報につい
て，その情報を収集し，読み取り，まとめる地理的技能を身に付けること．

イ 次のような思考力，判断力，表現力等を身に付けること．
(ｱ) 地域性を踏まえた防災について，自然及び社会的条件との関わり，地域の共通点や差異，持続
可能な地域づくりなどに着目して，主題を設定し，自然災害への備えや対応などを多面的・多角的
に考察し，表現すること．

地理総合 高校授業必修化・2022 大学入学共通テスト・2025

地理情報システム（ＧＩＳ）やハザードマップ，地形図の読み取り方をはじめ，防災教
育を柱に，都市や交通問題，国際社会における日本の位置付けなども学ぶ．

内容 ( Ｃ 持続可能な地域づくりと私たち )

小中学校における基礎的な学習が重要 (体系的な学習)
10

教科書によって
情報量が異なる



自治体ハザードマップ

洪水

津波

土砂災害 浸水（内水）

地震

なだれ

火山

地図情報システム（GIS）

高潮

洪水

地理空間情報リテラシーの向上

地理院地図（電子国土Web） 今昔マップ on the web

11◎ハザードマップを正しく読み取れるか
など

など



Ｑｕｅｓｔｉｏｎ

（ Disaster Management Education ）

防 災 教 育

具体的に説明することはできますか？

どのような防災教育を経験しましたか？

12



O点 → 50点 → 100点

災害に遭遇した際に結果（効果）として評価される

防 災 教 育

黒（危険・最悪）から限りなく白（安全・最善）を探す

最悪 最善

 防災教育には，いろいろな考え方・方法・教材等が存在する．
 同じ内容の学習や避難訓練をしていても，災害時にはその場の

状況によって一人一人の被害状況（結果）が異なることがある．

点数を付けることが難しい

13

防災教育の手法とその効果



学校における防災教育の変遷 （文部科学省）

【定義】 防災教育とは，災害を発生させないために未然防止・抑止
に向けて取り組んだり，発災時には迅速・的確な対応によって被害を
最小限にしたりすることを目的とした教育と捉える.
◎災害に対して適切に対応する能力の基礎を培う.→ 『生きる力』

防災教育のねらい

① 災害時における危険を認識し，日常的な備えを行うとともに，状況に
応じて，的確な判断の下に，自らの安全を確保するための行動がで
きるようにする. →【自助】

② 災害発生時及び事後に，進んで他の人々や集団，地域の安全に役
立つことができるようにする. →【共助】

③ 自然災害の発生メカニズムや起きる被害，地域の自然環境，災害
や防災についての基礎的・基本的事項を理解できるようにする.

→【災害に関する知識の理解】

児童生徒の発達段階に応じた系統的な指導・実践

『生きる力』を育む防災教育の展開（Ｈ25）から整理

東日本大震災を契機に大きく変わる

14

【高校】地図情報の読み取り



東日本大震災から１２年が経過した現在

社会的な期待と現場教員のおかれた現況の間に乖離

授業で使える教材が少ない

防災教育の位置付け

学校現場の声

防災の知識がないので授業が不安防災知識を習得する研修が不足

大学：安全教育の必修化（2019年～）

防災教育が点の活動になっており面的な広がりがない

年間を通じた学習時間の確保が困難

防災教育は教科として位置付けられていない（教科等横断的）

教職課程で防災（学校安全）を網羅的に学ぶ時間がない・少ない

etc

防災意識の高い先生（管理職）がいる学校で実践防災教育の実践に教職歴は関係ない（経験値）

全国的な課題！

防災教育の教科化

15



調査１ ： 身近で危機が発生する確率はどのくらいか（Ｐ）
調査２ ： 自分への被害・影響の大きさはどのくらいか（Ｃ）
調査３ ： 危機を具体的にイメージできるか
調査４ ： 危機に対して適切に行動（対応）できるか

身近な危機に対するリスク認知と行動

⓭火災

⓮けが ⓯交通事故 ⓰水難事故

❶大地震 ❷津波 ❸火山噴火 ❹急な大雨（ゲリラ豪雨）

❺落雷 ❻竜巻（突風） ❼洪水 ❽浸水 ❾崖・土砂崩れ

❿台風 ⓫大雪 ⓬異常高温（熱中症）

⓱救急搬送

⓲不審者侵入 ⓳変質者出没 ⓴ＳＮＳ被害

学校安全（災害安全・交通安全・生活安全）

学校安全に関する２０項目のリスクを選定して調査・分析

リスク認知（P☓C）

教育・訓練
16
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リスク（Ｒ）= 発生する確率(P)☓被害・影響の大きさ(C)_平均スコア
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n=65

n=50

n=38

全国 宮城県

新潟県 岡山県
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■被害・影響を具体的にイメージできるか ■被害・影響に対して適切に行動（対応）できるか
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n=65

n=50

n=38

全国 宮城県

新潟県 岡山県
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学校現場で実践している防災教育の現状

組織活動

安全管理 （防災管理）

安全教育 （防災教育）

災害安全
（防災）

●自らの命を守り抜く，安全・安心な社会づくりに貢献

●児童生徒を取り巻く環境を安全に整える

●防災（教育・管理）を円滑に進める組織の体制づくり

安全学習・・・防災に関連する授業の実践
安全指導・・・日常的な指導，避難訓練 等

避難場所や経路の設定・点検 （学校・通学路等）
防災設備の点検
危機管理マニュアルの整備 等

防災に関する校内研修 （教職員研修）
家庭や地域との連携 （訓練・研修） 等

避難訓練

防災教育

児童生徒

文科省指針より
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学習指導要領に沿った防災教育の実践

学習指導要領

防災に対しても「主体的・対話的で深い学び」の実現が希求

アクティブ・ラーニングの視点と教科横断的な防災教育の実践

「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう人間性等」

2020年度～小学校全面実施

目指す防災教育

実践的な防災教育プログラムの開発と普及（展開）

「防災」を主題に「対話的な学び」を手段として「主体性」を引き出し「深い学び」に結びつける
→「深い学び」は，１）身の回りの状況，２）身に降りかかる危険，３）被害を受けない行動・対策を学ぶ.

自ら危険を予測し回避する能力と主体的に行動する態度の育成

専門的な知識を持たない先生でも実践できる防災教育

障害のある子どもたちに適用させた防災教育

20



起きた災害 (現象)を 状況に応じた 自分（他者）の身を守る

防災教育プログラムのコンセプト

災害から自分（他者）の命を守る行動を身に付ける

普段は経験しない危機的な場面に遭遇すると，常識的な
判断や行動するまでに時間がかかる （又は行動できない）．

「認知・判断・行動」のパッケージ化で対応力を高める

正常化の偏見：危険が迫っている事実を認めようとし ない
→認知と判断が遅れる→パニック

型

災害をイメージし・訓練によって”型”を体に刷り込ませる

行動判断認知知識

災害（現象）の

車の運転：赤信号→認知→判断→操作（ブレーキ）

落ち着いて行動できる人＝10～15%
我を失って泣き叫ぶ人＝15%以下
凍りつき症候群＝70～75%

パッケージ化
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発生日時：１９６４年(昭和３９年) ６月１６日
震央 ：新潟県下越沖 震源の深さ:34km 地震の規模(M):7.5 最大震度:５
被害 : 死者26人 住宅全壊1,960棟 半壊6,640棟 浸水15,297棟

信濃川をさかのぼる津波

八千代大橋方向落下した昭和大橋 (右岸東側から)

羽越線越後早川－桑取間の崖崩れ

新潟地震(津波)による被害
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近年発生した主な大地震とその被害
被害数は理科年表または総務省消防庁（平成31年1月現在）による

北海道南西沖地震
死者・不明230名

北海道胆振東部地震
死者42名

新潟県中越地震
死者68名

兵庫県南部地震
［阪神・淡路大震災］
死者・不明6,437名

熊本地震
死者272名

東北地方太平洋沖地震
［東日本大震災］
死者・不明21,935名

2016年

1993年

2004年

1995年

2011年

2018年
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1995年（平成7年）1月17日午前5時46分頃に発生
■ 死者 ： ６,４３４ 人

■ 行方不明者 ： 3 人

■ 負傷者 ： 43,792 人

出典：気象庁

大地震（直下型）によるリスクをイメージ

圧死８割＋焼死１割 ⇒ ９０％の人は自宅が凶器となった

最大震度 ： ７ （国内初）

マグニチュード （Mj） ： ７．３

兵庫県南部地震 （阪神・淡路大震災）の教訓

24
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Ⓒ 防災科学技術研究所

この１カ月に国内で発生した地震は ２２,９０３回 （７６４/日）
２０２３年1月～５月に震度５弱以上の地震は７回（全国）

25

日本で発生している地震分布

無感地震含む



新潟県地震被害想定 （2022年3月）
被害想定結果

冬・深夜に
発生した場合

新潟県内の活断層

阪神・淡路大震災以上の災害 26

24年ぶりに改訂



まず低く

地震から身を守るための基本的な行動

大地震は時と場所を選ばすに襲ってきます

根拠：子どもの頃から避難訓練をしているからできるはず？

その場の状況に応じて自分の身を守ることができる

頭を守り 動かない

27

その時あなたは
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１７．1％

学校活動時間帯

新潟県内で震度４以上を観測した時間帯

学校管理下で地震に遭遇

全期間 １４６回

学校活動時間 ２５回

新潟県中越地震_2004.10.23

1992年～2021年
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過去３０年に発生した地震回数



防災教育の実践で期待する効果

大地震が予告なく襲ってきた！（避難訓練とは違う）

大地震を経験していない

パニックに陥り行動が遅れる・行動できない（現実）

自分の身を守れないため他者を守ることも困難

防災教育の目的

 災害に対するリスク認知を高める（知識・技能）

 認知・判断・行動をパッケージ化する（思考力・判断力・表現力）

 実践的な訓練の継続と振り返り（学びに向かう人間性等）

自ら危険を予測・回避し主体的に行動する態度の育成

だんごむし

練習していないとできない

29



これまでの避難訓練の課題を理解して改善

 大地震が突然起きると児童に指示（校内放送）できない
 突然遭遇する大地震によってパニックに陥ってしまう

（大人も）大地震に遭遇した場合には，その場の状況に応
じて自分の判断で身を守る行動をとらなくてはならない．

マンネリ化した避難訓練を見直す（受動的から能動的）

【訓練放送】
ただいま大きな地震が発生しました。先生の指示で机の下にもぐりなさい。

緊急地震速報（科学技術）を活用した避難訓練の導入

一般的な地震を想定した避難訓練

30

先生の指示で行動する訓練（受動）

課題

改善

文科省推奨（能動的訓練）



緊急地震速報の仕組みを理解して活用する

わずかな時間でも自分の安全を確保することが可能

Ｐ波を観測 Ｓ波の到達地震 情報発表

31

強い揺れが到達するまで数秒から数十秒後しかない （技術的な限界を理解）

発表条件 → 震度５弱の揺れを予測し、震度４以上の到達地域に発表する

能登半島沖
5月5日14時42分 上越4
5月5日21時58分 上越4

file:///C:/Users/rkimu/Desktop/緊急地震速報(地震本部).mp4


日常生活の中で見聞きする緊急地震速報

緊急地震速報して強い揺れに備えることができる

Ｊアラート

学校

32



行動

地震の揺れ どう行動して身を守るか 自分の身を守る

判断認知

緊急地震速報を活用した防災教育・訓練

大地震をイメージした行動計画を身に付ける教育と訓練

緊急地震速報を聞いた時には，大地震の発生を意識し，
その場の状況に応じて身を守る行動がとれる．

緊急地震速報を合図に主体的に行動する訓練の導入

知識

地震（災害）

パッケージ化

33

緊急地震速報を聞いても何もしない

チャイム音 安全な場所を探す その場で行動緊急地震速報

どうやって学校で実践するかわからない

防災教育プログラム

他者を守る（共助）



年 組 名前（ ）

教室

きょうしつ

廊下

ろうか

階段

かいだん

トイレ

ねん くみ な まえ

窓ガラスから離れる。頭を守ってしゃがむ。

ドアを開ける。頭を守ってしゃがむ。

机の下にもぐる。机が動かないように机の足をしっかりにぎる。
机がない場合は、頭を守ってしゃがむ。

※地震によって起おこる危険なもの（落下・転倒・移動しそうなもの）をイメージさせる。
※自分の机まで移動せずに、近くの机の下にもぐる。

※窓ガラス以外の危険なもの（落下・転倒・移動しそうなもの）をイメージさせる。
※強い揺れでは、近くの教室・トイレ等へ移動することができない。（猶予時間は短い）

※地震によって起こる危険なもの（落下・転倒・移動しそうなもの）をイメージさせる。
※強い揺れでは、踊り場や近くの教室等へ移動することができない。（猶予時間は短い）

※地震によって起こる危険なもの（落下・転倒・移動しそうなもの）をイメージさせる。
※強い揺れで、ドアが開かなくなって閉じ込められることを教える。

校庭

こうてい
校舎（建物）から離れる。遊具などの倒れてくるものから離れる。
頭を守ってしゃがむ。

と しょしつ

図書室

机の下にもぐる。本棚から離れる。
机がない場合は、頭を守ってしゃがむ。

※地震によって起こる危険なもの（落下・転倒・移動しそうなもの）をイメージさせる。
※本棚は固定されていても、本が飛び出してくることに気付かせる。

２．どうすれば自分の身を守ることができますか。考えてみましょう。
じ ぶん み まも かんが

ステップ1 事前学習 タイプＡ

宇都宮地方気象台 Ver.1

手すりにつかまる。踊り場に移動する。頭を守ってしゃがむ。

地震から自分の身を守ろう！
じ しん じ ぶん み まも

上からものが「落ちてくる」

横からものが「倒れてくる」

横からものが「移動してくる」

１．地震で起こる3つの危険について、考えてみましょう。
じ しん お き けん かんが

①

②

③

３．自分の身を守るための大切な行動を、まとめてみましょう。

ものが「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」場所へ移動して身を守る。
緊急地震速報を聞いたときには、数秒から数十秒の短い時間で身を守る。
慌てずに、自分で考え、自分の判断で行動して身を守る。

※地震によって起こる危険なもの（落下・転倒・移動しそうなもの）をイメージさせる。
※強い揺れでは、校庭の中央まで移動することができない。（猶予時間は短い）

じ ぶん み まも たい せつ こう どう

※落ちてくるものをイメージさせる。
※教室内だけでなく、いろいろな場所での危険を考えさせる。

※倒れてくるものをイメージさせる。
※教室内だけでなく、いろいろな場所での危険を考えさせる。

※物が「動く（移動）」ことをしっかりイメージさせる。
※ピアノなど重たいものも大地震では動くことを理解させる。

地震防災教育プログラムによる事前学習

学習指導案 ワークシート

34

・アクティブ・ラーニングの視点を取り入れた防災教育の実現
・教職歴に関係なく防災教育を実践することが可能
・汎用ファイルで提供・先生によって自校化することが可能



緊急地震速報を利用した実践的な訓練

地震によって起こる危険（リスク）なことをイメージする

【訓練放送（構内放送）】

ティロン♪ ティロン♪ ～ ティロン♪ ティロン♪
緊急地震速報です。強い揺れに警戒して下さい。 ・・・ 地震の効果音

自らの判断で

安全な場所に移動して身を守る

●落ちてこない ●倒れて来ない ●移動してこない

チャイム音を合図に地震の揺れまでのわずかな時間で自分の身を守る

先生は児童生徒に対応行動の指示 ”もぐれ” を出さない

評価

自分の判断で自分の身を守る対応行動がとれる

これまでの評価 → 校庭へ避難するまでの時間 ※時間計測する意味は？

35

訓練用音源使用

重要

file:///C:/01_動画/動画(地震)/●訓練動画（熊谷市妻沼小）.wmv


清掃の時間

様々な場面を想定した実践的な訓練の導入

実践的な訓練を継続する効果

訓練後の振り返りで対応行動を自己評価し理解を深める

授業時間 教科別の授業 休み時間

状況に応じた判断と主体的に行動する態度の育成

期待する効果

重要（特に小学生）
訓練の継続

36

その場の状況に応じた対応行動をイメージできる
 （周りに誰もいなくても） 自分の判断で対応行動ができる

ショート訓練（その場で行動/校庭まで避難しない） 抜き打ち訓練

場面

方法

余震対応訓練 悪天時対応訓練

学習目標



図書室

小学校の訓練（抜き打ち） 37

“机の下にもぐりなさい”の指示待ち訓練が影響し
身を守る行動がとれない



音楽室

小学校の訓練（抜き打ち） 38

“自分の机の下にもぐらなければならない”
という意識が働いて行動した



学校の訓練では自分の判断で行動できていた小学生
→周りの大人が行動しないため行動しない（行動が遅れた）

集団の中ではバイアスが行動に影響する

39



危機感のない訓練を改善するために

学校全体の防災リテラシーを向上させる

児童生徒

ショート訓練＋振り返り

保護者参加の訓練(参観日)

成長するほど訓練に対して真剣に取り組めない？ 集団同調性バイアス？

「わがこと意識」を醸成させる活動を取り入れた実践的な訓練の導入

受動型から能動型訓練へ移行

大人

抜き打ち訓練（大人含む）

児童生徒だけ訓練に参加し,大人が 「参観者になっている」 ケースが多い？

大人も参加する緊張感のある訓練と学校全体で取り組む姿勢

40



東日本大震災における死亡率と対策

出典: NHK_ETV「福祉ネットワーク」および「ハートネットTV」取材班調べ（2012年9月5日現在）

 障害者手帳交付者の死亡率は，一般的な死亡率の約２倍で
あった（東北３県の平均）。

 防災対策に障害者（要配慮者）の視点が見過ごされてきたの
が要因と指摘されている。
→障害者インクルーシブ防災によるハード・ソフト対策の推進

【目標】 障害のある児童生徒であっても，災害に関する
知識や災害から自分の身を守る意識をもち，突然の危機
への対応力を身につけておくための防災教育の展開．

被災地人口 死者 死亡率 被災地人口 死者 死亡率

岩手県 205,437 5,722 2.8% 12,178 429 3.5% 1.3倍
宮城県 946,593 10,437 1.1% 43,095 1,099 2.6% 2.3倍
福島県 522,155 2,670 0.5% 31,230 130 0.4% 0.8倍
合計 1,674,185 18,829 1.1% 86,503 1,658 1.9% 1.7倍

全体（Ａ） 障害者手帳交付者（Ｂ）
県

死亡格差
（Ｂ/Ａ）

41



障害のある児童生徒等 ：児童生徒等の障害の状態、発達の段階、特性等及び地
域の実態等に応じて、自ら危険な場所や状況を予測・回避したり、必要な場合には
援助を求めたりすることができるようにする。

「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育（2010年改訂）

特別支援教育における防災教育 （文科省）

特別支援学校： 特別支援学校においては、幼稚園、小学校、中学校及び高等学
校における指導内容に準ずるとともに、児童生徒等一人一人の障害の状態、発達
の段階、特性及び地域の実態等に応じて指導する。

「生きる力」を育む防災教育の展開（2013年改訂）

特別支援学校における安全教育の目標： 児童生徒等の障害の状態や特性及び
発達の程度等、さらに地域の実態等に応じて、安全に関する資質・能力を育成する
ことを目指す。

「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育（2019年改訂）

東日本大震災

特別支援学校における障害がある児童生徒等への安全教育を推進・発信すること
は特別支援学級等での安全教育の推進にもつながる →情報収集・情報発信（文科）

第３次学校安全の推進に関する計画（2022年閣議決定）

42



自分の身は自分で守るという意識を持ち・自分で行動する

障害のある子どもたちへの防災教育の提案

 大人（先生）自身も自分の命を守らなければならない
 学校の外で近くに誰もいなかった場合は助けて（守って）くれない

子どもたち

どこにいても自分のことは誰かが必ず守ってくれる （受動的な意識）

先生・保護者

学校では先生が子どもを守らなければならない （指示型の指導）

身に付ける力

大地震が起こった場合

インクルーシブ教育（防災）・新学習指導要領を踏まえ
特別支援学校・特別支援学級への防災教育・訓練の導入を支援

危険

大人の支援がなくて身を守れるのか？

43

障害特性にあわせた学習目標を設定
取組



障害の種類や程度・特性による行動変容を把握できる

 状況に応じて自分で考え身を守る行動ができる
 先生の支援によって身を守る行動ができる（重度障害）

障害特性にあわせた地震防災教育の導入
学習目標

44

 音と現象の理解（緊急地震速報のチャイム音に慣れる）
 行動の定着（訓練の継続によりパッケージ化）
 友だちの手本（他者の行動を模倣して行動）

緊急地震速報のチャイム音を使用した対応行動訓練

学習内容

訓練内容

障害特性にあわせた学習

訓練による効果を検証

一般の学校と同じ訓練方法を採用



年 組 名前（ ）

教室

きょうしつ

廊下

ろうか

階段

かいだん

トイレ

ねん くみ な まえ

窓ガラスから離れる。頭を守ってしゃがむ。

ドアを開ける。頭を守ってしゃがむ。

机の下にもぐる。机が動かないように机の足をしっかりにぎる。
机がない場合は、頭を守ってしゃがむ。

※地震によって起おこる危険なもの（落下・転倒・移動しそうなもの）をイメージさせる。
※自分の机まで移動せずに、近くの机の下にもぐる。

※窓ガラス以外の危険なもの（落下・転倒・移動しそうなもの）をイメージさせる。
※強い揺れでは、近くの教室・トイレ等へ移動することができない。（猶予時間は短い）

※地震によって起こる危険なもの（落下・転倒・移動しそうなもの）をイメージさせる。
※強い揺れでは、踊り場や近くの教室等へ移動することができない。（猶予時間は短い）

※地震によって起こる危険なもの（落下・転倒・移動しそうなもの）をイメージさせる。
※強い揺れで、ドアが開かなくなって閉じ込められることを教える。

校庭

こうてい
校舎（建物）から離れる。遊具などの倒れてくるものから離れる。
頭を守ってしゃがむ。

と しょしつ

図書室

机の下にもぐる。本棚から離れる。
机がない場合は、頭を守ってしゃがむ。

※地震によって起こる危険なもの（落下・転倒・移動しそうなもの）をイメージさせる。
※本棚は固定されていても、本が飛び出してくることに気付かせる。

２．どうすれば自分の身を守ることができますか。考えてみましょう。
じ ぶん み まも かんが

ステップ1 事前学習 タイプＡ

宇都宮地方気象台 Ver.1

手すりにつかまる。踊り場に移動する。頭を守ってしゃがむ。

地震から自分の身を守ろう！
じ しん じ ぶん み まも

上からものが「落ちてくる」

横からものが「倒れてくる」

横からものが「移動してくる」

１．地震で起こる3つの危険について、考えてみましょう。
じ しん お き けん かんが

①

②

③

３．自分の身を守るための大切な行動を、まとめてみましょう。

ものが「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」場所へ移動して身を守る。
緊急地震速報を聞いたときには、数秒から数十秒の短い時間で身を守る。
慌てずに、自分で考え、自分の判断で行動して身を守る。

※地震によって起こる危険なもの（落下・転倒・移動しそうなもの）をイメージさせる。
※強い揺れでは、校庭の中央まで移動することができない。（猶予時間は短い）

じ ぶん み まも たい せつ こう どう

※落ちてくるものをイメージさせる。
※教室内だけでなく、いろいろな場所での危険を考えさせる。

※倒れてくるものをイメージさせる。
※教室内だけでなく、いろいろな場所での危険を考えさせる。

※物が「動く（移動）」ことをしっかりイメージさせる。
※ピアノなど重たいものも大地震では動くことを理解させる。

地震防災教育プログラムの知的障害への適用

小学校（高学年） 特別支援学校

27

中度障害

教材を活用した学習軽度障害

重度障害

障害区分に合わせてプログラムを作成・実践

指導案・スライド・ワークシート

ビデオ・ワークシート

45



43
栃木県立今市特別支援学校

知的障害のある児童生徒への防災教育

4346



自分で判断・行動できる児童生徒

知的障害に適用した能動的な訓練

地震によって起こる危険なことをイメージする

【訓練放送（構内放送）】

ティロン♪ ティロン♪ ～ ティロン♪ ティロン♪
緊急地震速報です。強い揺れに警戒して下さい。（地震の効果音）

自らの判断で

安全な場所に移動して身を守る

●落ちてこない ●倒れて来ない ●移動してこない

チャイム音を合図に地震の揺れまでのわずかな時間で自分の身を守る

先生は児童生徒に対応行動の指示 ”もぐれ” を出さない

自分で判断・行動できない児童生徒

先生の指示や支援を受けて自分の身を守る行動をとる
47

一般学校と同じ



緊急地震速報を活用した対応行動訓練

52

小学部

小学部

中学部

高等部

434348



教室以外の場所での訓練

34

保健室

屋外食堂

渡り廊下

49



訓練の継続・振り返りによる行動変容（小学部）
小学部３年生。自閉症の児童を含む男子児童が在籍。簡単な内容であれば理解できる認知
力のある児童（B2）や、理解力はあるが予定外の状況が起こると気持ちが不安定になる児
童（B1）、大きな音が苦手で静かにしていることが難しい児童（B1/ASD）がいる。

50

・教師側からの指示がないと、どうして良いか分からず周囲を見回したり､指示を求めるよ
うに教師に視線を向けたりするなどの行動が多く見られたが、訓練と振り返りを重ねるこ
とによって、学級の中でも比較的障害の軽い児童が、早い段階で主体的な対応行動が円
滑に取れるようになった。

・率先して行動する児童を徐々に模倣するようになり、抜打ち訓練であっても、児童全員
が自ら机の下に潜ったり、身を守る行動「だんごむしのポーズ」がとれるようになった。

file:///D:/01_movie/動画(地震訓練_kumagaya)/●訓練動画（熊谷市妻沼小）.wmv
file:///D:/01_movie/動画(地震訓練_kumagaya)/●訓練動画（熊谷市妻沼小）.wmv
file:///D:/01_movie/動画(地震訓練_kumagaya)/●訓練動画（熊谷市妻沼小）.wmv
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訓 練

自分から行動できた児童生徒

訓練による行動変容 （知的障害支援学校）

N=108
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重度障害のある子どもへの防災教育とは

誰かの支援（声掛け・補助）を受け入れて自分の身を守る

一人ひとりの児童生徒をより一層観察し、持っている力や
伸びていく可能性を見出す視点で、指導と訓練を継続する.

防災教育の継続で、他者の支援を主体的に受けられる
「受援力」を育む効果を確認することができた.

自分の力だけで身を守ることができない児童生徒

今までどおり教員（大人）が支援して行動できればよい？

突然の大地震に対応するためには

52

「できない」の思い込みはＮＧ



特
別
支
援
学
校
・
教
員

先生の支援で
自分の身を守ることができる.

【実践効果】 学年進行に伴い，同じ学習・訓練であっても，学習・訓練のねらいを
より発展的なものにすることで，自らが生き・他を助ける「生きる力」を醸成する．

中学校

小学校高学年

高等学校

小学校中学年

小学校低学年
（先生の指示に従い）

自分の身を守ることができる.

危険を予測しながら（先生の指示に従い）
自分の身を守ることができる.

自分の判断で状況に応じた行動をとり，
自分の身を守ることができるようにする.

下級生へ配慮（声かけ等）ができる.

学校外の日常生活においても，
自分の判断で的確な対応行動ができる.

自らの安全確保はもとより，
他者の安全確保に貢献することができる.

幼稚園

保
護
者
・
地
域

連携

日常防災

自助

共助

自分の
命を守り
抜く力

社会に
貢献
する力

防災教育を定着させるための系統的な実践
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小
学
部
段
階
か

ら
の
積
み
重
ね

「早すぎる」なんてことはない



第３次学校安全の推進に関する計画

54

今後５年間（令和４年度～令和８年度）における学校安全に係る
基本的方向性と具体的な方策を示す計画。（2022.3.閣議決定）

学校安全に係る取組を総合的かつ効果的に推進

全ての児童生徒等が，自ら適切に判断し，主体的に行動できるよう，
安全に関する資質・能力を身に付けること．（※特別支援含む）

目指す姿

 学校安全計画・危機管理マニュアルを見直すサイクルを構築し、学校安全の実
効性を高める．

 地域の多様な主体と密接に連携・協働し、子供の視点も踏まえた安全対策を推
進する．

 全ての学校における実践的・実効的な安全教育を推進する．
 地域の災害リスクを踏まえた実践的な防災教育・訓練を実施する．
 事故情報や学校の取組状況などデータを活用し学校安全を「見える化」する．
 学校安全に関する意識の向上を図る（学校における安全文化の醸成）．

基本的な方向性

令和４年４月からスタートしています
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平成２４年（２０１２年）３月発刊

実践的な防災教育の手引き・小学校版

まもなく発刊予定

年 組 名前（ ）

教室

きょうしつ

廊下

ろうか

階段

かいだん

トイレ

ねん くみ な まえ

窓ガラスから離れる。頭を守ってしゃがむ。

ドアを開ける。頭を守ってしゃがむ。

机の下にもぐる。机が動かないように机の足をしっかりにぎる。
机がない場合は、頭を守ってしゃがむ。

※地震によって起おこる危険なもの（落下・転倒・移動しそうなもの）をイメージさせる。
※自分の机まで移動せずに、近くの机の下にもぐる。

※窓ガラス以外の危険なもの（落下・転倒・移動しそうなもの）をイメージさせる。
※強い揺れでは、近くの教室・トイレ等へ移動することができない。（猶予時間は短い）

※地震によって起こる危険なもの（落下・転倒・移動しそうなもの）をイメージさせる。
※強い揺れでは、踊り場や近くの教室等へ移動することができない。（猶予時間は短い）

※地震によって起こる危険なもの（落下・転倒・移動しそうなもの）をイメージさせる。
※強い揺れで、ドアが開かなくなって閉じ込められることを教える。

校庭

こうてい
校舎（建物）から離れる。遊具などの倒れてくるものから離れる。
頭を守ってしゃがむ。

と しょしつ

図書室

机の下にもぐる。本棚から離れる。
机がない場合は、頭を守ってしゃがむ。

※地震によって起こる危険なもの（落下・転倒・移動しそうなもの）をイメージさせる。
※本棚は固定されていても、本が飛び出してくることに気付かせる。

２．どうすれば自分の身を守ることができますか。考えてみましょう。
じ ぶん み まも かんが

ステップ1 事前学習 タイプＡ

宇都宮地方気象台 Ver.1

手すりにつかまる。踊り場に移動する。頭を守ってしゃがむ。

地震から自分の身を守ろう！
じ しん じ ぶん み まも

上からものが「落ちてくる」

横からものが「倒れてくる」

横からものが「移動してくる」

１．地震で起こる3つの危険について、考えてみましょう。
じ しん お き けん かんが

①

②

③

３．自分の身を守るための大切な行動を、まとめてみましょう。

ものが「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」場所へ移動して身を守る。
緊急地震速報を聞いたときには、数秒から数十秒の短い時間で身を守る。
慌てずに、自分で考え、自分の判断で行動して身を守る。

※地震によって起こる危険なもの（落下・転倒・移動しそうなもの）をイメージさせる。
※強い揺れでは、校庭の中央まで移動することができない。（猶予時間は短い）

じ ぶん み まも たい せつ こう どう

※落ちてくるものをイメージさせる。
※教室内だけでなく、いろいろな場所での危険を考えさせる。

※倒れてくるものをイメージさせる。
※教室内だけでなく、いろいろな場所での危険を考えさせる。

※物が「動く（移動）」ことをしっかりイメージさせる。
※ピアノなど重たいものも大地震では動くことを理解させる。

掲載

地震教育プログラム

１１年振り
に発刊
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防災教育を支援するためのサイトを開設
https://bosai-kyoiku.jp

2023.3.11に公開しました

5456



連続性のワナ (心理)

「これまで生きてきた」 ことと，

「この次の瞬間も生きている」 ことは，

ただの希望的観測で，何の因果関係もない！

自分だけは大丈夫という思い込みは命に危険が及ぶ

激甚化する自然災害から命を守るために

防災が重要だと言われても，自分は今まで生きてきたのだから，
そんなに簡単には死にはしない （怪我もしない，自分は大丈夫！）.

地域性
→先祖代々ここは大丈夫な場所だった

想定外
→まさかこんなことになると思わなかった

たまたま自然災害が身近で発生しないだけ？

自然災害は特殊なリスク（低頻度） 自分以外の人が見舞われることだと思ってしまいがち

初めて遭遇した１回の災害で命が奪われる
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わがこと意識を醸成しながら生き抜く力を育む防災教育

 自分たちに身近なこととして，自分たちに引き付けて考えること．
 災害が起きた場合，それが自分たちに直接関係することでなくて

も，それが自分たちそのもののことのように意識すること．

災害から自分の命を守るためのキーワード

現実性 地域性 人間性

わがこと意識 （自分ごと）

「ひとごと」ではない・自分の問題として捉える

災害事例
実際に

何が起きたのか
何が教訓なのか

地域の災害
自分が住む地域で
何が起こったのか

起こるのか

被災体験
災害が人間・社会に
どんな被害・影響を

与えたのか

自分の近くで災害はおきない・おきても大丈夫の過信はNG

地域との連携によって重要な
情報を入手して共有する

『その場しのぎ』 では
自然災害に対応できない
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●防災教育の取組みを詳しく知りたい方へ ※査読論文（筆頭筆者として）

・“Development of Tsunami Disaster Risk Reduction Education Program for Children With No Experience of Earthquake Disaster –Practice and 

Verification at Shichigahama Town, Miyagi Prefecture –“, （J. Disaster Res., Vol.17, No.6,2022.）
（震災を経験していない児童に対する津波防災教育プログラムの開発－宮城県七ヶ浜町での実践・検証－）
https://kimurareo.com/images/2022/10/22JDR176_Nagata_Japanese.pdf（日本語）

・ステークホルダーとの協働による児童生徒の「生きる力」を高める防災教育プログラムの開発（ 日本教育政策学会／招待論文,2021.）
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasep/28/0/28_25/_pdf/-char/ja

・“EARTHQUAKE AND DISASTER MANAGEMENT EDUCATION FOR CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES”,17th World 

Conference on Earthquake Engineering Conference Proceedings, 2020.9. 

（知的障害がある子どもたちへの地震防災教育の実践－栃木特別支援学校での実践事例－）
https://www.u-hyogo.ac.jp/shse/rkimura/20WCEE_Nagata_7g-0005_Japanese.pdf（日本語）

・“A Development of the Disaster Management Education and Trainings Program for Children with Intellectual disability to Improve 

”Zest for Life“ in the Event of A Disaster - A Case Study on Tochigi Prefectural Imaichi Special School for the Intellectual disability -”,

（Journal of Disaster Research, Vol.15, No.1,2020.）
（知的障害のある子どもたちの「生きる力」を向上させる防災教育―栃木県立今市特別支援学校での地震防災教育・訓練の実践―）

http://www.u-hyogo.ac.jp/shse/rkimura/20JDR151_Nagata_Japanese.pdf（日本語）
・視覚障害のある児童生徒の「生きる力」を向上させる防災教育―栃木県立盲学校での地震防災教育・訓練の実践－（地域安全学会,2018.）

http://www.u-hyogo.ac.jp/shse/rkimura/

・“Proposing A Multi-Hazard Approach to Disaster Management Education to Enhance Children’s “Zest for Life”: Development of 

Disaster Management Education Programs to Be Practiced by Teachers”, （Journal of Disaster Research, Vol.12, No.1,2017.）
（子どもたちの生きる力を高めるための，マルチハザード防災教育手法の提案―現場教員自ら実践できる防災教育プログラムの開発）

http://www.u-hyogo.ac.jp/shse/rkimura/17JDR121_Nagata_Japanese.pdf（日本語）
・火山災害から「生きる力」を高めるための火山防災教育プログラムの開発（地域安全学会／論文奨励賞,2016.）

http://www.u-hyogo.ac.jp/shse/rkimura/16ISSS29_Nagata.pdf

・竜巻被災校の教訓をもとにした竜巻防災教育プログラムの開発と被災地外への展開の試み（地域安全学会,2016.）
http://www.u-hyogo.ac.jp/shse/rkimura/16ISSS_Nagata.pdf

・竜巻災害時の児童・生徒の対応行動の解明をもとにした「生きる力」を高めるための竜巻防災教育プログラムの提案（地域安全学会,2014.）
http://www.u-hyogo.ac.jp/shse/rkimura/14ISSS_Nagata_v2.pdf

・緊急地震速報を利用した「生きる力」を高める防災教育の実践（地域安全学会,2013.）
http://www.jma-net.go.jp/kumagaya/education/pdf/arikata.pdf

新潟地方気象台 永田俊光 博士（環境人間学）

兵庫県立大学環境人間学部 客員研究員
宮城教育大学防災教育研修機構 客員研究員
国立研究開発法人防災科学技術研究所客員研究員

電話：025-281-5872 nagata@met.kishou.go.jp

”はれるん”

気象庁マスコット

ご清聴ありがとうございました

https://kimurareo.com/images/2022/10/22JDR176_Nagata_Japanese.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasep/28/0/28_25/_pdf/-char/ja
https://www.u-hyogo.ac.jp/shse/rkimura/20WCEE_Nagata_7g-0005_Japanese.pdf
http://www.u-hyogo.ac.jp/shse/rkimura/20JDR151_Nagata_Japanese.pdf
http://www.u-hyogo.ac.jp/shse/rkimura/16ISSS29_Nagata.pdf
http://www.u-hyogo.ac.jp/shse/rkimura/17JDR121_Nagata_Japanese.pdf
http://www.u-hyogo.ac.jp/shse/rkimura/16ISSS29_Nagata.pdf
http://www.u-hyogo.ac.jp/shse/rkimura/16ISSS_Nagata.pdf
http://www.u-hyogo.ac.jp/shse/rkimura/14ISSS_Nagata_v2.pdf
http://www.jma-net.go.jp/kumagaya/education/pdf/arikata.pdf
http://www.jma.go.jp/


学 校 安 全 教 育 

指 導 者 研 修 会 
子どもの安全確保に向けた防犯教育 

～地域安全マップﾟと SNS犯罪被害の防止～ 

令和５年６月 28 日 

県民生活課（野呂） 

第１ 声かけ事案等の現状と防犯対策の基本的考え方 

１ 数字から見る県内の現状  ※県警統計 

・ 刑法犯認知件数は 20 年連続減少しており、令和３年中は 7,433件。 

・ 令和３年中の県内全体における子どもや女性に対する声かけ事案等の認知件数は 788 件。 

・ 例年、「声かけ」が多いが、令和２年以降は「卑猥な言動」が増加。 

  ・ なかには、車両誘い込み・引き込み等、命の危険に繋がるケースも発生。 

 

２ 防犯対策として子どもたちに教えること 

【犯罪に遭わないためのリスクマネジメント教育】 

・ まず、危険な場所（犯罪者が好む場所）がどのような場所かを教える。 

・ 「不審者には気をつけるように」との指導では、実際「どの人が不審者なのか」判断は難しい。 

・ 子どもたちが犯罪被害に遭わないようにするためには、「不審者に気をつけるように」だけでな

く、「犯罪が起こりやすい場所（危険な場所）に近づかないように」と指導することが大切。 

※ 危険な場所に近づかせないための指導例 

① 危険な場所には行かないようにしましょう。 

② どうしても行かなければならないときは友達や親と一緒に行きましょう。 

③ 一人で行かなければならないときは、周りの様子に十分注意しましょう。 

 

第２ 犯罪機会論 

・ 犯罪防止のための対策として、従来とられてきた考え方は「犯罪原因論」。 

→ 犯罪の原因は犯罪の動機がある人、つまり「人」に注目した考え方。 

・ 対して、犯罪の機会がなければ、犯罪は起こらないという考え方が「犯罪機会論」。 

・ 犯罪機会論に基づいた犯罪防止対策としての「犯罪抑止の３要素」 

 ① 抵抗性 → 犯罪者から加わる力を押し返そうとすること。 

ハードﾞ面（防犯ブザー、家などであれば強化ガラス、鍵） 

ソフト面 （護身術、コミュニケーション能力向上） 

② 領域性 → 犯罪者の力が及ばない範囲を明確にすること。 

ハード面（ガードレールやフェンス等） 

ソフト面（パトロールや防犯看板で犯罪者の侵入を許さない意思表示） 

③ 監視性 → 犯罪者の行動を把握できること（見張り、見守る性質） 

ハード面（防犯カメラやライト、植木を刈り込むなどして視認性を良くする） 

ソフト面（積極的な挨拶） 

・ 地域安全マップは、この「領域性と監視性」の２種類の防犯対策を学習できるツール。 

・ マップづくりは、犯罪機会論を理論的根拠として、犯罪が起こりそうな場所に着目している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーワード＝犯罪者が好む場所 

「（誰もが）入りやすい場所」／怪しまれることなく、簡単に子どもに近づける。 

「（誰からも）見えにくい場所」／犯行が目撃されにくく、発見・通報されるおそれが少ない。 

【物理的に】入りやすく、見えにくい場所 

  ◆ トンネル構造の場所 

  ◆ 死角がある（高い塀や壁に覆われている、草木に囲まれている） 

  ◆ 死角はないが、視線がない（田んぼ道） 

【心理的に】入りやすく、見えにくい場所 

  ◆ 地域において無関心な場所（不法投棄などゴミが散乱している状態、放置自転車等） 

 



第３ 実習 

   写真を見て、キーワードをもとに「危険な場所」か「安全な場所」かを考えてみましょう。 

第４ 犯罪が起こりやすい「危険な場所」を判断した上で注意すること 

１ 地域安全マップづくりを通じて子どもたちに教えること 

① 危ない場所には近づかないこと。 

② 危ない場所を通らなければならないときは、１人では行かないこと。 

③ どうしても１人で行かなければいけないときは、周りの様子に十分注意し、絶対に気を緩めな

いこと。 

 ２ マップづくりを通じて期待できる効果 

① 子どもの景色読解力の向上による犯罪の未然防止 

    登下校や習い事、遊びに行くときなど、子どもは１人で行動することが少なくない。子ども自身が「危

険な場所」を判断して十分に注意・警戒することにより、犯罪の未然防止に繋がる。 

② 非行防止能力の向上 

    マップづくりはグループワークで行い、一人一人に役割を与えながら全員が関わり取り組むもの。 

マップづくりを通じて協力し合うことで良好な関係を築くことが期待できる。 

③ 地域全体で子どもを守ろうとする意識の向上 

    地域をよく知る自治会や保護者等と連携し、子どもの安全をテーマに積極的に参加いただけること

で、地域全体の防犯力の向上に繋がる。 

３ 地域での危険な場所をなくす 

・ 無秩序の地域（ゴミの散乱、落書き、放置自転車等）は、犯罪者が近づきやすい。 

・ 犯行しやすい環境を作らないよう地域全体で防犯対策に取り組む。 

・ 領域性・監視性が保たれ「安全な場所」と認識されていても、犯罪が絶対に起こらない場所な

どなく、地域安全マップの取組と併せて、警察と連携した不審者対応訓練等も検討する。 

・ 子供たちには、怖い目にあったら、すぐに報告するよう改めて指導を。 

第５ ＳＮＳ犯罪被害防止 

１ ＳＮＳを利用した子どもの犯罪被害 

・ 子どもがＳＮＳを利用して犯罪被害に遭う事例が多く発生。 

・ 令和４年中にＳＮＳに起因して犯罪被害に遭った少年は全国で 1,812人。 

・ 被害児童のフィルタリング利用率は 12.3％と依然としてフィルタリング利用の促進が必要。 

・ ＳＮＳで顔が見えないことにつけこみ、同年代を装って近づくケースが多い。 

２ 警察等と連携した情報モラル教育 

・ ネット、ＳＮＳは便利な反面、使い方によっては被害者にも加害者にもなる可能性があり、書き

込みや行動には責任が生じることを繰り返し指導していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

  ・ 県警少年課には「いじめ対策係」や「少年サポートセンター（新潟、長岡、上越）」が設置され、

県内各地の学校でネットトラブルやネットいじめに関する講話を実施。実際の事例等を紹介しなが

らの講話であり、学校での授業と並行して活用するのが効果的。 

 

○あ（ネットで知り合った人と）会わない 

○と（自分の裸を）撮らない 

○が  画像を送らない 

○こ  個人情報をのせない 

○わ  悪口を書き込まない 

○い（ネットを使って）いじめない 
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学校のおける安全教育の推進と
危機管理マニュアルの点検

糸魚川市立糸魚川小学校

小島 大樹



学校の安全、わかってた「つもり」だった・・・



この時間の目的と流れ

（１） 学校における安全とは

（２） MM（マップマヌーバー）

を用いた実践

（３） 振り返り

目的：安全教育の大切さの再確認と危機管理マニュアルの点検・再検討
に向けた意欲をみなさんにもっていただくこと



（１）学校における安全とは

生活安全



（１）学校における安全とは

交通安全



（１）学校における安全とは

災害安全



生活安全

交通安全

災害安全

（１）学校における安全とは



（１）学校における安全とは

クライシス…予想だにしなかった危機



（１）学校における安全とは



（１）学校における安全とは

生活安全・交通安全・災害安全をあらゆ
る面から捉え、クライシス（予想できてい
ない危機）をなるべく無くすこと。

また、それらを子どもに指導、実践し常に
更新し続けていくこと。



（１）学校における安全とは

たくさん「空振り」しましょう！

①疑わしきは「行動」せよ

②「最悪」を想定して準備せよ

③「空振り」は許されるが、

「見逃し」は許されない



（２） MM（マップマヌーバー）
を用いた実践



（２） MM（マップマヌーバー）を用いた実践

マップ・マヌーバー（Map Maneuver：以下「MM」とします。）は、地図上で個人やグ

ループを表す駒を動かしながら、時間経過に沿って災害時の行動を確認する訓練手法
です。

もともとは自衛隊の訓練・演習等で、個人や部隊の役割に応じた行動を確認し、全体
の動きを把握するために用いられてきました。

ＭＭの手法を用いることで、事故・災害等の発生時を想定して、教職員の動きを時間
経過に沿って確認し全体の流れを把握するとともに、行動上の課題等を抽出して、改善
につなげることが可能となります。危機管理マニュアル等に記載されている緊急時の動
きに沿ってＭＭを用いた訓練を行うことにより、教職員がそれぞれの役割を確認し、また
マニュアルが災害時に機能するものになっているか検証する機会になります。

学校安全推進のための教職員向け研修・訓練実践事例集（文科省）より引用



（２） MM（マップマヌーバー）を用いた実践

【手順】

１.マニュアルに基づき、自分自身の役割を確認する

２.災害発生時の状況をイメージし、図面に記入する

３.時間経過に沿って、各自の判断・行動を図面の上の「付箋」を

動かしながら確認する

４.気付いた問題点を書き出し、改善策を出し合う。

５.改善策をもとにもう一度１～３までをやってみる。

学校安全推進のための教職員向け研修・訓練実践事例集（文科省）より一部改訂



（２） MM（マップマヌーバー）を用いた実践

１.マニュアルに基づき、自分自身の役割を確認する

①４人組を作ります

②今回は、「教師A」「教師B」「教師C」・・・「教師X」と「生徒」を分担して

動かしますので、それぞれどの役割を担当するのか決めます

※危機管理マニュアルは、各校を「あいうえお順」で並べた時１番早い学校のものを使用します。

※のちに提示する「自然災害」についての対応マニュアルがない学校は２番目の学校以降のマニュアル

を使用して演習を進めます。

今回は「地震と津波」です。



（２） MM（マップマヌーバー）を用いた実践

①配付した校舎平面図に「発災前」の状態から気付いたことを書き加えます。

②動かす可能性のある情報は「付箋」に名前を記入します。

・ 生徒・・・ピンクの付箋

・ 教師・・・ の付箋

２.災害発生時の状況をイメージし、図面に記入する



（２） MM（マップマヌーバー）を用いた実践

① 「発災後」の学校周囲、学校内の状況を見ながら「使用する危機管理マニュアル」

に沿って「付箋」を動かしていく

②役割に当たった「付箋」は、危機管理マニュアルに沿って「同時進行」で動かす。

３.時間経過に沿って、各自の判断・行動を図面の上の「付箋」を

動かしながら確認する



（２） MM（マップマヌーバー）を用いた実践

① 「この動きは誰が、いつするのか？」や「こんな場合もあるのでは？」となり、

危機管理マニュアルに記載がなく、動けなくなってしまった場合は、「問題点」

として校舎図面にメモしておく。

②「マニュアルに沿った動き」が完了したのち、書き出した「問題点」をグループで

協議し、「改善策」を図面に書き足していく。

４.気付いた問題点を書き出し、改善策を出し合う。



（２） MM（マップマヌーバー）を用いた実践

①改善策を加味し、１～３をもう一度行ってみる

②スムーズに対応できればOK

③２回目に「見えてくること」もあります。それも大切に。

④最後に、いくつかのグループから問題点と改善策を発表していただきます。

５.改善策をもとにもう一度１～３までをやってみる。



（２） MM（マップマヌーバー）を用いた実践

①３月１９日：１４時２０分頃、震度６弱の激しい揺れが１～２分続いた。

②現在時刻は１４時２０分頃。すぐに動ける教師は、卒業式準備担当６名、職員室で準備
中の４名の計１０名で、校長と教頭は不在である。

③学校内にいる児童は、卒業式準備で居残った５年生（約６０名）である。

④児童はそれぞれ２０名ずつ、２階の６年生教室、１階の体育館、玄関に配置され、

２名ずつの教師も同じ配置で準備をしている

⑤１４時２０分頃、震度６弱の地震が発生した。地震発生から４０分後には津波が襲ってく

ると予測される。A小学校は海抜８ｍとなっており、避難場所にはなっていない。

⑥避難場所は、児童の歩きで２５分かかるA中学校となっている。

【想定】 地震⇒（４０分後）津波

では、よーいスタート



お疲れ様でした



（３） 振り返り
の前に



（３） 振り返りの前に
①疑わしきは「行動」せよ

②「最悪」を想定して準備せよ

③「空振り」は許されるが、「見逃し」は許されない

日々の安全点検・・・見慣れたところにこそ「クライシス」が隠れていることも
（策）外部の目、子どもの目、慣れさせない工夫

通学路や体育、避難訓練…いつもやっているから、ずっとこれだから、に「クライシス」
が隠れていることも
（策）地図アプリでの指導、地域の声、避難訓練改革

重大事案の発生時…池田小事件遺族「なぜ、本当のことが聞けないのか？」
「子どもは最後、どう生きたのか知りたいだけなのに」

大川小遺族「今も『おかえり』と言えない家族がいる。失われた
命の重さを感じてほしい」



（３） 振り返りの前に
①疑わしきは「行動」せよ

②「最悪」を想定して準備せよ

③「空振り」は許されるが、「見逃し」は許されない

学校が「楽しい！」の土台は「安心・安全な環境」です。

危機管理マニュアルだけがよりどころではありません。あなたの
「日々」の積み重ねが、あなたの「それって…」という一言が、職員
室の小さな勇気が、学校を、あなたを、同僚を、そして子どもを守
るかもしれません。

たくさん「空振り」しましょう！



ご清聴ありがとうございました



 

 

参 考 資 料 



R４ 県内小・中・高校交通事故状況①

令和４年小・中・高等学校交通事故による

死亡者‘0[ZERO]’
※中学校 平成28年から７年連続



R4 県内小・中・高校交通事故状況②

中学生

小学生

高校生



事故による死亡者‘０’に向けた取組
①安全歩行の指導
ア 車道への飛び出しをしないこと。

イ 交差点では必ず止まり、左右の確認を徹底して横断すること。

横断する前には手を挙げるなど、横断の意思を伝えること。

②自転車乗用中の指導
ア 自転車安全利用五則の徹底を図ること。

イ 信号の遵守と確実な一時停止及び安全確認を行うこと。

ウ ヘルメットの着用に努めること。

エ 自転車利用者が加害者となる場合もあることを理解し、責任ある走行を心

がけること。自転車損害賠償責任保険などへの加入に努めること。

③自動車同乗時の指導
ア 全座席でのシートベルト着用の徹底を図ること。

イ その重要性について周知を図ること。

交通事故の防止に向けて①



交通事故防止に向けて②

令和４年には…



令和５年７月１日から施行電動キックボードに
ついての新ルール※下のQRコードを開くと、主なルールが記載されています。



https://anzenkyouiku.mext.go.jp/



                        第 85号 令和５年６月号 

高等学校・中等教育学校（後期課程） 

交 通 安 全 だ よ り 

発 

行 

新潟県教育庁保健体育課 

学校体育指導係 

〒950-8570 

新潟市中央区新光町４－１ 

℡025－280－5624 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 自転車に関連する交通事故の特徴 》（R5.4.27 警察庁交通局資料より抜粋） 

〇自転車関連事故は２年連続で増加 

〇児童・生徒の自転車乗用中死者・重傷者は６月にかけて増加傾向 

〇自転車乗用中死者数のうち、事故類型べつでは出会い頭が約４割と最も多く、自転車の約

７割に法令違反あり 

〇自転車乗用中死者の約６割が頭部を損傷しており、ヘルメット非着用の致死率は着用の約

2.6倍 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

(自転車に関連する交通事故の状況 R5.4.27 警察庁交通局資料より) 

梅雨の時期は、天候不良による視界や道路状況の悪化により、運転操作ミスや判断ミスなどが誘発

され、事故が多発する傾向があります。  

例年６月は、事故発生件数が年間で最も多くなる傾向にあることを踏まえ、日々の声掛けを意識す

るなど、事故防止のための注意喚起をお願いします。 

 ６月に入り当課にも自転車乗用中の事故報告が多く寄せられています。不注意による出会い頭の事

故や運転操作ミス等による自損事故だけでなく、自転車乗用中に自動車や歩行者に接触し、自動車に

傷をつけたり、相手を転倒させ怪我を負わせるなどの事故事例も散見されます。 

 自転車は軽車両であるという意識を持たせるとともに、交通ルールの遵守やマナーの徹底について

ご指導をお願いします。 

また、引き続き自転車乗用中のヘルメット着用の必要性についても周知願います。 

６月は自転車乗用中の 



 

令和５年７月１日より施行 

【運転者の年齢制限】 

◎16 歳以上の者の運転免許を有さ

ずに運転が可能となる。 

※16 歳未満の者の運転は禁止。 

【 保 安 基 準 】 

・車両が道路運送車両の保安基準に適

合していること。 

・自賠責保険（共済）に加入すること。 

・ナンバープレートを取り付けること。 

【 主なルール 】 

・車道の左側端を走行する。（※特例有） 

・車両用の信号に従う。 

・右折時は「二段階右折」を行う。 

・最高時速 20 ㎞。 

・ヘルメット着用努力義務。 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 令和５年７月１日より、電動キックボード等の一定の条件を満たす原動機付自転車を 

『特定小型原動機付自転車』と位置付け、自転車と同様の交通ルールが定められること 

となりました。            

【 特定小型原動機付自転車とは？ 】 

  

◇車体の大きさ         ◇車体の構造     

   長さ：190 ㎝以下   ・時速 20㎞を超えて加速できない構造であること。 

    幅 ： 60 ㎝以下    ・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。 

                            ・オートマチック・トランスミッション（AT）であること。 

               ・最高速度表示灯（灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの） 

               が備えられていること。等 

    ※この基準をすべて満たすものを特定小型原動機付自転車といいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（警視庁 HP より） 
   

この改正により、高校生等の 16歳以上の者が運転免許を有さずに運転が可能になることか

ら、生徒並びに保護者に対しても、基本的な交通ルールや電動キックボードに関する正しい

知識について周知をお願いいたします。また、指導の際には下記アドレスの警察庁ホームペ

ージ等も参考にご活用ください。※簡易版 PDFも掲載されております。 

  (警察庁 HPアドレス) https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html 

道路交通法一部改正による 

電動キックボード（特定小型原動機付自転車） 

に係るルールの改正について 
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令和５年度学校安全教育指導者研修会 資料

県教育庁保健体育課

副参事 川井田 忠之

第３次学校安全の推進に
関する計画とについて

第3次学校安全の推進に関する計画
(令和4年3月29日付教保第950号にて通知）

【５つの推進方策】

１．学校安全に関する組織的
取組の推進

２．家庭、地域、関係機関等
との連携・協働による学校
安全の推進

３．学校における安全に関す
る教育の充実

４．学校における安全管理の
取組の充実

５．学校安全の推進方策に関
する横断的な事項等
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１．学校安全に関する組織的取組の推進

（1）学校経営における学校安
全の明確な位置付け

（2）学校安全計画に基づく実
践的な取組内容の充実

（3）危機管理マニュアルに基
づく取組内容の充実

（4）学校における人的体制の
整備

（5）学校安全に関する校長・
教職員の研修及び訓練の充実

（6）教員養成における学校安
全の学修の充実

（1）家庭、地域との連携・協
働の推進

（2）関係機関との連携による
安全対策の推進

①通学時の安全対策の推進

②防犯対策における取組

③災害発生時の避難所運営
に係る取組

２．家庭、地域、関係機関等との連携・協働による学校安全の推進

新潟県
テキストボックス


新潟県
テキストボックス




2023/6/20

3

（1）安全教育に係る時間の確
保

（2）地域の災害リスクを踏ま
えた実践的な防災教育の充
実

（3）学校における教育手法の
改善

（4）幼児期、特別支援学校に
おける安全教育の好事例等
の収集・発信

（5）現代的課題への対応

３．学校における安全に関する教育の充実

（1）学校における安全点検
①学校における安全点検に
関する手法の改善

②学校設置者による点検・
対策の実施

（2）施設・設備の安全性の確
保のための整備

（3）重大事故の予防のための
ヒヤリハット事例の活用

（4）学校管理下において発生
した事故等の検証と再発防
止等

４．学校における安全管理の取組の充実
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（1）学校安全に係る情報の見
える化、共有、活用の推進

（2）科学的なアプローチによ
る事故予防に関する取組の
推進

（3）学校安全を意識化する機
会の設定の推進

（4）学校におけるデジタル化
の進展とサイバーセキュリ
ティの確保

（5）学校安全に関する施策の
フォローアップ

５．学校安全の推進方策に関する横断的な事項等

危機管理マニュアルの確認と見直しについて

【マニュアル作成ポイント】
１ 各校の実情に応じた（危険の明確化）マニュアルか
２ 事前・発生時・事後の３段階を想定したマニュアルか
３ すべての教職員の役割を明確に、共通理解はあるか
４ 家庭・地域等関係機関と連携・協働する内容となっているか

【マニュアル確認ポイント】
１ 最新版となっているか（人事異動・関係機関等の変更など）
２ 施設・通学路等の環境に変更はないか
３ 他校事例や社会情勢等から、自校に不足している点はないか
４ 防災訓練や教職員研修で発見された課題はないか
５ わかりすい内容となっているか
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避難確保計画の策定を進めるために

考えられる理由 解決策

①浸水想定区域、土砂災害警戒区域
に立地しているか分からない 各市町村のハザードマップを確認

②要配慮者利用施設に該当している
か分からない

各市町村の地域防災計画を確認
(市町村防災担当課への確認)

③すでに、危機管理マニュアルにある
と思っていた

各校の危機管理マニュアルを確認・見
直し

④避難確保計画が必要であることを知
らなかった。 これまでの通知や法令の見直し

⑤どんな内容を載せる必要があるの
かよく分からない 各校の危機管理マニュアル等を活かす

既存の計画への追記による避難確保計画の作成

各校の危機管理マニュアル等を活かす

国土交通省：要配慮者利用施設の管理者等の避難確保計画の作成等の義務化について
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/pdf/kaisetsu.pdf

１．計画の目的に「洪水時の避難」を追記

２．自衛水防組織の項目を追加
→自衛消防組織など既存の枠組みの活用も可

３．洪水時の防災体制の項目を追加
→洪水時の体制や体制区分ごとの活動内容等を記載する

４．洪水時の避難誘導の項目を追加
→震災時等の避難場所、避難経路が洪水時と同一の場合、これを引用することでよい

５．避難の確保を図るための施設を追加
→震災時等に備えた資機材等の記述がある場合、その他不足する資器材の追加でよい

６．洪水時に係る教育・訓練の項目を追加
→実情に応じ、消防計画上実施している教育・訓練をもって代えることができる
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まとめ

〇最悪を想定した対策
〇職員全員が自分事として捉える
〇共通理解のための情報共有（風通しのよい環境づくり）
〇実践可能なマニュアル（形だけとならず、実行可能なもの）
〇学校や地域の実情を踏まえた内容（定期的な評価）
〇実践的な研修の実施（迅速な対応,ﾏﾆｭｱﾙの検証）
〇管理職のリーダーシップと学校全体で「安全・安心」を確立
〇児童・生徒自身が、「自分を守る力を養う」指導・訓練
〇優先すべきは、「児童・生徒の命を守る」こと

参考文献・資料

・「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」
（平成31年３月 文部科学省）

・「令和４年度第１回学校安全行政担当者連絡協議会 学校安全の推進
に向けて」
(森本 晋也 文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習
・安全課安全教育推進室 安全教育調査官 講義資料）

・「学校の危機管理マニュアル作成の手引」
（平成30年２月 文部科学省）

・「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン
(令和３年６月 文部科学省)
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